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第２ 経営状況分析申請

（１）経営状況分析の申請に必要な提出書類

① 経営状況分析申請書 ・記載例についてはP１２８をご参照ください。
・申請者の記名が必要です。また、代理人申請の場合には代理人の
併記、押印（申請者の押印は不要）が必要です。

② 審査基準日直前１年分の財務諸表等  ・初めて申請いただくお客様は３年分の財務諸表が必要です。
  【法人】 ・課税事業者のお客様は「消費税抜き」、免税事業所のお客様は「消費税込

建設業法施行規則様式第１５〜１７号の２ み」で作成してください。
（貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、 ・注記表も必ず添付してください。
株主資本等変動計算書、注記表）   法人のお客様は、分析に必要な注２ 重要な会計方針（５）の「消費
【個人】  税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」、注７ 貸借対照表関
建設業法施行規則様式第１８〜１９号  係（２）の「保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償
（貸借対照表、損益計算書）  義務等の内容及び金額」（受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高、電子

 記録債権割引高及び電子記録債権譲渡高の内訳がわかるように）は必ず
 記載してください。

【連結】・・・連結財務諸表による申請の場合 ・有報提出大会社（注）以外の会計監査人設置会社である親会社について
連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、 は、「監査証明書の写し」を提出することによって、親会社の経営状況の審
連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュフロ 査にその連結財務諸表を用いることができます。
ー計算書）

③「減価償却実施額」を確認できる書類（当期・前期）
  【法人】 「減価償却実施額」がゼロの場合、提出は不要です。

税務申告書別表１６（１）及び同１６（２）の写し 「減価償却実施額」の計上があり、左記の書類がない場合は、分析機関へ
上記に加え、必要に応じ、その他減価償却実施額が お問い合わせください。
確認できる書類の写し ・前期減価償却実施額について、前回申請時の当期減価償却実施額と変更
【個人】 がない場合には前期について提出を省略することができます。
青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し
上記に加え、必要に応じ、その他減価償却実施額が
確認できる書類の写し
＊書類に個人番号（マイナンバー）が含まれる場合
は、塗りつぶしてから送付をお願いします。
【連結】・・・連結財務諸表による申請の場合 ・提出は不要です。

④ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し ・商号・名称、代表者名、住所等に変更がある場合は変更届（写し）も併
せて必要になります。

⑤ 振替払込受付証明書 ・経営状況分析申請書の裏面右下に貼付してください。
・Pay-easy（ペイジー）をご利用の場合は不要です。

⑥ 兼業事業売上原価報告書
  【法人】【個人】 ・損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合に必要です。

（建設業法施行規則別記様式第２５号の９） ・初めて申請いただくお客様は３年分の兼業事業売上原価報告書が必要で
す。

【連結】・・・連結財務諸表による申請の場合 ・提出は不要です。
⑦ 委任状の写し ・申請者より申請に関し何らかの権限について委任を受けている方は、

 委任事項を記した委任状の写しが必要です。
 この場合には、経営状況分析申請書等の申請者欄に申請者の記名に併記
 して、受任者の記名、押印が必要です。
・受任者が経営状況分析結果通知書の受領を希望される場合は、必ずその
旨を委任状へ記入してください。

⑧ 換算後の財務諸表 ・決算期変更等で当期決算が１２ケ月に満たないお客様は必要です。
＊上記、提出書類のほか、財務諸表の内容に確認が必要な場合には税務申告書類等（決算報告書、勘定科目内訳明細書、
 元帳等）の提出又は提示をお願いする場合があります。また、審査の内容によっては一度に纏めて提出又は提示のお願
 いができない場合がありますので、予めご了承ください。

（注）会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第６号の規定に基づく大会社であり、かつ、金融商品取引法（昭和２３年法律第２
５号）第２４条の規定に基づき、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない方

重
要

書 類 名 注 意 事 項

 登録機関により書式等に相違が考えられます。
   詳細は個別に問い合わせてください。

例示です
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年 月 日

第 号 令和 年 月 日

第 号 令和 年 月 日

年 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 日

※

ファックス番号　　０３－５５６５－６２４０

（千円）

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

期間
自

行政書士等が作成した場合は、氏名、電話番号、Ｆａx番
号を余白に記入する。

コード

処理の区分 ① ②

許　可
年月日

許　可
年月日

処理の区分 ①年

年

～至令和

Ｔ ｅ ｌ 03-5565-6131
Ｆ ａ x 03-5565-6131

年

年

令和

               霞ヶ関行政書士事務所　　 霞ヶ関　二郎

年

氏名　　　　分 析 花 子 電話番号　　０３－５５６５－６１９１

主たる営業所の電話番号

当期減価償却実施例

－

   ,            ,             ,

第５　申請書・財務諸表等記入例

（表面）

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

登録経営状況分析機関代表者

申　請　年　月　日

項番

殿

審査対象事業年度

大臣
知事

代理人申請の場合は、申請者名と代理人氏名を
併記し押印する（申請者の押印不要）。この場
合、申請等にかかる委任状の写しを添付する。

ペン又はボールペンで

記入する。

令和 

コード

～至令和
期間
自

30

国土交通大臣
知事

主 た る 営 業 所 の 所 在 地
市 区 町 村 コ ー ド

単 独 決 算 又 は
連 結 決 算 の 別

○

×

前回の申請時の許
可番号と異なる場合
のみ記入する。

右詰めで記入し、左
余白は”０”で埋め
る。

記載要領を参照し
記入する。
処理の区分①は必
ず記入し、処理の区
分②は別表(2)に該
当する場合に記入
する。

項番04の審査基準
日を基準に記入す
る。

なお、実施額がない場合は0と記入する。

　　　　　経営状況分析業務委託契約約款を承認のうえ申請します。

この申請書を作成し
た方について記入す
る。

前期に申請されなかった場合は、「前々期減価償却実施額」の数値を余白に記
入する。

許可
申請時の許可番号

商  号  又  は  名  称

前々期減価償却実施額　　　　　１，０２０千円　

前期減価償却実施額

記載要領別表(1)の
国土交通大臣・都道
府県知事コードを記
入する。

申請書はカラム内に
記入しない。

主たる営業所の所在地

全国地方公共団体
コード(総務省編)よ
り記入する。
http:www.soumu.go.j
p/denshijiti/code.ht
ml　を参照

（1.単独決算　2.連結決算）

①

大臣
知事

前回の申請時の許可番号 許可
許可番号

般
特

令和 ～至令和 処理の区分
期間
自

年

審　査　基　準　日 令和

国土交通大臣
知事

（備考欄）

連絡先

所属名　　　　総　務　部

法人又は個人の別 （1.法人　2.個人）

審査対象事業年度の前々
審査対象事業年度

市区町村に続くとこ
ろから記入する。
例 ：「東京都中央区
築地2-11-24」の場
合

代 表 者 又 は 個 人 の
氏 名 の フ リ ガ ナ

代表者又は個人の氏名

前 号 又 は 名 称 の
フ リ ガ ナ

濁音・半濁音は1カ
ラムで記入。

   ,            ,             , （千円）

”-”（ハイフン）で継
ぎ、左詰めで記入す
る。

主 た る 営 業 所 の
郵 便 番 号

前回の申請の有無 （1.有　2.無）

記載要領を参照し記
入する。減価償却実
施額がない場合は0
と記入する。なお、
項番19は項番09が1
の場合には記入を
要しない。

　　　　　　－

例示です

申請する日を記入す
る。

登録機関により書式等に相違が考えられます。

許可通知書の許可の”有効期間の開始日”を記入する。

申請者　株式会社　鈴木組　代表取締役　分析　太郎　　

ゴム印でもよい。

東京都中央区築地2-11-24

令和　７　年　１０　月　３　日

②

許可番号

②

般
特

姓と名の間は1カラ
ム空ける。

法人の種類を表す
文字についてのフリ
ガナは不要。

-

建設業法第27条の24第2項の規定により、経営に関する客観的事項の審査のうち経営状況の分析の申請をします。

詳細は個別に問い合わせてください。

経　営　状　況　分　析　申　請　書

ス キズ グ ミ

（ 株 ） 鈴 木 組

ブ ン セ キ タ ロ ウ

分 析 太 郎

1 3 1 0

築 地 ２ － １ １ － ２ ４

1 0 4 0 0 4

2

5

30 5- 5 6 5 - 6 1 9 1

1 2 1 0

1 1 2 0

300 1 01 0 7

0 2 0 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 0

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 3 000 13

00

70 0 6 3 0

0 6

0

0

0

0 6

0

0 0 0 0 0 07 37 1 6

7 0 1 0 6 3 0 0 0

4 0 7 0 1 5 0 6 3 0 0 0

1

2

1

ズ

ス ゛

5

0

0

0

0

0

0

0

1 0

9 9 9 9 9

0
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貸倒引当金 (15)

（注）参照

△3,700

建物・構築物

減価償却累計額 △20,200

50,000

（１）有形固定資産

流動資産合計 Ⅰ231,000

Ⅱ　固　定　資　産

9,000

減価償却累計額

29,800 (16)

機械・運搬具

減価償却累計額

※仮払金 7,200 (12)

※未収還付法人税等 1,000 (13)

 その他 2,700 (14)

(10)

※販売用資産 40,000 (8)

6,000 (9) 短期貸付金

(18)

土　地 43,000

4,700

(19)

△4,300

２　財務諸表

重
要

(注)※は省令様式には定められていないが、使用頻度が高いため経営状況分析では設定された勘定科目です。

割引・裏書手形は相殺して計上

20,000 (1)

令和7年6月30日現在

   （会社名）　株式会社　鈴木組

千円

様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）に準拠

115,900 (3)

受取手形

現金預金

1,500 (2)

※売掛金 3,400

財務諸表（法人）の記載例と注意事項、勘定科目の説明

  該当する場合は記入してください。

貸　借　対　照　表

資　産　の　部

仕掛工事の費用を計上

工具器具・備品

Ⅰ　流　動　資　産

 完成工事未収入金

 未成工事支出金

88,000

△18,500 69,500 (17)

(4)

有価証券 4,000 (5)

兼業事業売上に係る未収入金を計上

27,200 (6)

3,000 (7) 材料貯蔵品

2,800

仮払税金は計上できない

 前払費用

販売用不動産、商品等
決算期後1年以内に返済されると
認められるもの

（16）＋・・・＋（22）

（1）＋・・・＋（14）＋△（15）

(22)

有形固定資産合計 149,000 (イ)

△2,000

その他 4,000

減価償却累計額 2,000

減価償却累計額

リース資産

(20)

建設仮勘定 (21)

（注）参照

-25-



Ⅲ　繰　延　資　産

創立費

開業費

株式交付費

（注）参照

△440 (36)

60,200 (ハ) （28）＋・・・＋（35）＋△（36）

211,000 Ⅱ （イ）＋（ロ）＋（ハ）

その他

貸倒引当金

投資その他の資産合計

固定資産合計

3,000

(37)

(38)

(39)

短期貸付金(流動資産)以外の貸付金

(31) 不渡手形等はここへ計上

(32)

20,220 (33) 税効果会計で使用

7,680 (34)

（3）　投資その他の資産

(28)

10,800 (29)

20,000 (30)

1,940 (35)

投資有価証券

関係会社株式・関係会社出資金

長期貸付金

破産更生債権等

長期前払費用

繰延税金資産

※保険積立金

その他

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)1,800 ソフトウェアなど(注)参照

無形固定資産合計 1,800 (ロ) （23）＋・・・＋（27）

（2）　無形固定資産

特許権

借地権

のれん

リース資産

資等)｣に属する資産で、その金額が資産合計の100分の5を超えるものについては､当該資産

社債発行費

開発費

Ａ

（37）＋・・・＋（41）

（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

分析審査上必要ですので必ず注記表７(2)に金額(ない場合は、「0千円」又は「該当なし｣)

（注）

資産合計 445,000

(40)

(41)

繰延資産合計 3,000 Ⅲ

の記載をお願いします。

期未収入金」等）へ振り替える必要があります。

●｢その他(流動資産)｣、｢その他(有形固定資産)｣、｢その他(無形固定資産)｣又は「その他(投

の科目を明記して表示します。

●営業債権は資産合計の100分の5以下であっても、当該資産の科目を明記して表示するか､類

似の営業債権に含めて表示します。

●繰延資産は、5勘定科目に限定されます。

●受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高、電子記録債権割引高及び電子記録債権譲渡高は、

●｢受取手形｣、｢完成工事未収入金」等の営業債権であっても、相手の倒産等により債権を回収

できないことが明らかな場合は、｢投資その他の資産」の｢破産更生債権等｣へ振り替えるこ

とになります｡また､営業債権が当初の履行期を遅延している場合や､過年度からほぼ同額の

債権が固定化している場合は､回収の可能性について確認して､適切な勘定科目(例えば「長

-26-



　へ計上します。

　100分の5を超えるものについては、当該負債の科目を明記して表示します。

（注）

●役員借入金は1年以内に返済が見込まれるものについては短期借入金、それ以外は長期借入金

●「その他（流動負債)」、[その他(固定負債)」に属する負債で、その金額が負債純資産合計の

負債合計 395,000

●下請等に対する「労務外注費」などの未払金は「工事未払金」に計上します。

●工事代金の前払金・中間出来高の受取金は「未成工事受入金」に計上します。

Ｂ （Ⅰ＋Ⅱ）

負ののれん (24)

その他 3,500 (25) （注）参照

固定負債合計 135,000

※退職給付引当金 21,500 (22)

・・・引当金 (23) 該当する勘定科目名を記入

Ⅱ （18）＋・・・＋（25）

社債 (18)

110,000 (19) 1年以内の返済額は短期借入金扱い長期借入金(役員・知人借入等を含む)

リース債務 (20)

繰越税金負債 (21) 税効果会計で使用

その他 1,200 (17) （注）参照

流動負債合計 260,000 Ⅰ （1）＋・・・＋（17）

Ⅱ　固　定　負　債

2,000 (13)

※完成工事補償引当金 3,000 (14)

・・・引当金 (15) 該当する勘定科目名を記入

※仮受金 (16)

前受収益

リース債務 (5)

未払金 18,200 (6)

短期借入金(役員・知人借入等を含む)

28,000 (11) 仕掛工事の前受金・中間金など

1,500 (7) 仮受・仮払消費税は相殺する

76,000 (4) 当座借越、手形借入金など

主に人件費を除く経費の未払金

Ⅰ　流　動　負　債

※未払消費税等

未払費用 12,500 (8) 人件費・公的費用の未払金

未払法人税等 5,300 (9) 納税充当金はここへ計上

負　債　の　部

※買掛金

27,500 (1)

80,800 (2) 工事に係る未払金を計上

2,200 (3) 兼業事業に係る未払金を計上

支払手形

工事未払金

預り金 1,800 (12)

未成工事受入金
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3,000

純資産合計 50,000 C （(イ)＋(ロ)＋(ハ)）

負債純資産合計 445,000 （B＋C）＝A

Ⅲ　新　株　予　約　権

(2)　繰延ヘッジ損益 (31)

(3)　土地再評価差額金 (32)

評価・換算差額等合計 5,000 (ロ)

(ハ)

株主資本合計 45,000 (イ) （Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋△Ⅴ＋Ⅵ）

Ⅱ　評価・換算差額等

(1)　その他有価証券評価差額金 5,000 (30)

利益余剰金合計 12,000 Ⅳ （26）＋（27）＋（28）＋（29）

(5)　自己株式 △ Ⅴ

(6)　自己株式申込証拠金 Ⅵ

その他利益余剰金

・・・準備金　 (27) 該当する勘定科目名を記入

・・・積立金　 (28) 該当する勘定科目名を記入

繰越利益余剰金 9,000 (29)

その他資本剰余金 (25)

資本剰余金合計 3,000 Ⅲ （24）＋（25）

(4)　利益剰余金

利益準備金 (26)

(1)　資本金 30,000 Ⅰ

(2)　新株式申込証拠金 Ⅱ

(3)　資本剰余金

資本準備金 3,000 (24)

純　資　産　の　部

Ⅰ　株　主　資　本
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保険料 3,500 (26)

雑　費 8,000 (27) 198,000 Ｄ（7）＋・・・＋（27）

営業利益（営業損失） 40,000 Ｅ（Ｃ－Ｄ）

地代家賃 1,200 (22)

減価償却費 2,500 (23)

開発費償却 (24)

租税公課 2,600 (25)

営業債権の貸倒引当金繰入れ

貸倒損失 (19) 営業債権の貸倒損失

交際費 4,000 (20)

寄付金 2,000 (21)

調査研究費 1,200 (16)

広告宣伝費 1,000 (17)

貸倒引当金繰入額 1,500 (18)

事務用品費 1,600 (13)

通信交通費 2,500 (14)

動力用水光熱費 3,500 (15)

法定福利費 8,000 (10)

福利厚生費 6,000 (11)

修繕維持費 3,400 (12)

役員賞与引当金繰入額を含む

従業員給料手当 98,000 (8) 従業員の給料・手当・賞与等

退職金 15,500 (9) 退職共済掛金を含む

12,000 (6) 238,000 Ｃ（5）＋（6）

Ⅲ　販売費及び一般管理費

役員報酬 32,000 (7)

兼業事業売上原価 22,000 (4) 546,000 Ｂ（3）＋（4）

Ａ（1）＋（2）

売上総利益（売上総損失）

226,000 (5)

兼業事業売上高 34,000 (2) 784,000

Ⅱ　売　上　原　価

完成工事原価 524,000 (3)

様式第十六号（第四条、第十条、第十九条の四関係）に準拠

損　益　計　算　書

自　令和 6年7月 1日

至　令和 7年6月30日

（会社名）株式会社　鈴木組

千円

Ⅰ　売　上　高

完成工事高 (1)750,000

兼業事業総利益（兼業事業総損失）

完成工事総利益（完成工事総損失）
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28,000

9,500

(41)は税効果会計で使用

2,000

7,500

Ｊ（37）＋（38）＋（39）

Ｋ（Ｈ＋Ｉ－Ｊ）

Ｌ（40）＋△（41）

Ｍ（Ｋ－Ｌ）

その他

税引前当期純利益（税引前当期純損失）

法人税、住民税及び事業税 2,000

法人税等調整額

当期純利益（当期純損失）

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

その他 (36) 3,500 Ⅰ（34）＋（35）＋（36）

Ⅶ　特　別　損　失

前期損益修正損 20,000

※固定資産売却損 8,000

経常利益（経常損失） 34,000 Ｈ（Ｅ＋Ｆ－Ｇ）

Ⅵ　特　別　利　益

前期損益修正益 (34) 貸倒引当金戻入差益（洗替法）など

※固定資産売却益 3,500 (35)

貸倒損失 3,400 (32) 営業債権以外の貸倒損失

その他（手形売却損を含む） 800 (33) 8,700 Ｇ（30）＋・・・＋（33）

Ｆ（28）＋（29）

Ⅴ　営　業　外　費　用

支払利息 4,500 (30) 手形売却損は含めない

貸倒引当金繰入額 (31) 営業債権以外の貸倒引当金繰入れ

Ⅳ　営　業　外　収　益

受取利息及び配当金 2,600 (28)

その他 100 (29) 2,700
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（Ｃ＋(8)）

期末仕掛品たな卸高 △33,000 (9)

当期製品製造原価 21,000 Ｅ （Ｄ＋△(9)）

兼業事業売上原価報告書の(3)と一致

期首仕掛品たな卸高

計

32,000 (8)

54,000 Ｄ

（うち外注加工費） (3,000)

(当期製品製造原価の内訳)

小計（当期総製造費用） 22,000 Ｃ （5）＋（6）＋（7）

損益計算書の(4)と一致

材　料　費 10,000 (5)

労　務　費 5,500 (6)

経　　　費 6,500 (7)

合　計 29,000 Ａ （1）＋（2）＋（3）

期末商品（製品）たな卸高 △7,000 (4)

兼業事業売上原価 22,000 Ｂ （Ａ＋△(4)）

兼業事業売上原価

期首商品（製品）たな卸高 5,000 (1)

当期商品仕入高 3,000 (2)

当期製品製造原価（Ｅと一致) 21,000 (3)

（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）

損益計算書の(3)と一致

様式第二十五の十二（第十九条の四関係）に準拠

兼業事業売上原価報告書

自　令和6年7月01日

至　令和7年6月30日

（会社名）株式会社　鈴木組
千円

Ⅲ　外　注　費 290,000 Ⅲ

Ⅳ　経　　　費 24,000 Ⅳ

（うち人件費　 8,000 ）

　完成工事原価 524,000 Ⅴ

Ⅰ　材　料　費 158,000 Ⅰ

Ⅱ　労　務　費 52,000 Ⅱ

（うち労務外注費 ０　）

千円

完成工事原価報告書

自　令和6年7月01日

至　令和7年6月30日

（会社名）株式会社　鈴木組
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様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）

　　　

自　令和 6年7月01日
至　令和 7年6月30日

(会社名）株式会社　鈴木組

注
　 2 重要な会計方針

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
課税事業者は、「税抜方式」,「消費税抜」、「税抜処理」等と記載します。
免税事業者は、「免税につき税込」等と記載します。
：

7 貸借対照表関係

(2) 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額
　 受取手形割引高　　　　　　　　　　　　　　　　千円

受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　 　　　千円
　 電子記録債権割引高 千円

電子記録債権譲渡高 千円
　　＊金額の計上がない場合は、「０千円」又は「該当なし」と記載します。

重要　　７の（2）は経営状況分析の審査作業上必要です。

注　記　表（抜　粋）
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財務諸表（個人）の記載例と注意事項、勘定科目の説明

重 （注）＊は省令様式には定められていないが、使用頻度が高いため経営状況分析では設定された勘定
要 科目です。該当する場合は記入してください。

様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係）に準拠

貸　借　対　照　表
令和 7年12月31日現在 （商号又は名称）鈴木工務店

千円
Ⅰ 流 動 資 産

現金預金 12,000 (1)
受取手形 8,000 (2) 割引・裏書手形は相殺して計上
完成工事未収入金 25,200 (3)

＊ 売掛金 3,800 (4) 兼業事業売上に係わる未収入金を計上
有価証券 (5)
未成工事支出金 10,600 (6) 仕掛工事の費用を計上
材料貯蔵品 5,300 (7)

＊ 販売用資産 (8) 販売用不動産、商品等
＊ 短期貸付金 3,000 (9)
＊ 前払費用 1,800 (10)

　その他 1,000 (11) （注）参照
　　貸倒引当金 △700 (12)
　　　流動資産合計 70,000 Ⅰ (1) ＋ … ＋ (11) ＋ △ (12)

Ⅱ 固 定 資 産
建物・構築物 28,300 (13)
機械・運搬具 35,600 (14)
工具器具・備品 4,100 (15)
土地 42,000 (16)
建設仮勘定 (17)
破産更生債権等 7,000 (18) 不渡手形等はここへ計上

＊ 長期貸付金 3,000 (19)
　その他 (20) (注）参照
　　　　固定資産合計 120,000 Ⅱ (13) ＋ … ＋ (20)
　　　　資産合計 190,000 A (Ⅰ＋Ⅱ)

（注）
● 「受取手形」「完成工事未収入金」等の営業債権であっても、相手も倒産等に等により債権を回収

できないことが明らかな場合は、「固定資産」の「破産更生債権等」へ振り替えることになります。
また、営業債権が当初の履行期を遅延している場合や、過年度からほぼ同額の債権が固定化し
ている場合は、回収の可能性について確認して、適切な勘定か科目（例えば「長期未収入金」等）
へ振り替える必要があります。

● 「その他（流動資産）」、「その他（固定資産）」に属する資産で、その金額が資産合計の100分の5
を超えるものについては、当該資産の科目を明記して表示します。

資　産　の　部
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千円
Ⅰ 流 動 負 債

支払手形 6,000 (1)
工事未払金 21,000 (2) 工事に係る未払金を計上

＊ 買掛金 4,000 (3) 兼業事業に係る未払金を計上
短期借入金 18,000 (4) 当座借越手形借入金など
未払金 5,200 (5) 主に人件費を除く経費の未払金

＊ 未払消費税等 1,700 (6) 仮受・仮払消費税は相殺する
＊ 未払費用 3,800 (7) 人件費・公的費用の未払金

未成工事受入金 13,000 (8) 仕掛工事の前受金・中間金など
預り金 800 (9)

＊ 前受収益 1,500 (10)
… 引当金 (11) 該当する勘定科目名を記入
その他 2,000 (12) （注）参照
　流動負債合計 77,000 Ⅰ (1) ＋ … ＋ (12)

Ⅱ 固 定 負 債
長期借入金 42,000 (13) 1年以内の返済額は短期借入金扱い

＊ 長期未払金 8,000 (14)
その他 (15) （注）参照
　 固定負債合計 50,000 Ⅱ （13）＋（14）＋（15）

負債合計 127,000 Ｂ （Ⅰ＋Ⅱ）

純　資　産　の　部

期首資本金 40,000 Ⅲ 前期決算の純資産合計と一致
事業主借勘定 20,000 Ⅳ
事業主貸勘定 △10000 Ⅴ
事業主利益 13,000 Ⅵ 損益決算書のHと一致
　　　　　純資産合計 63,000 C （Ⅲ＋Ⅳ＋△Ⅴ＋Ⅵ）

Cは次期決算の期首資本金に継続
　　　　　負債純資産合計 190,000 （B＋C)＝A

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
　　　　課税事業者は「税抜方式」、「消費税抜」、「税抜処理」等と記載します。
　　　　免税事業者は「免税につき税込」等と記載します。

（注）
● 下請等に対する「労務外注費」などの未払金は「工事未払金」に計上します。
● 工事代金の前払金・中間出来高の受取金は「未成工事受入金」に計上します。
● 借入金は１年以内に返済が見込まれるものについては短期借入金、それ以外は長期借入金

へ計上します。
● 「その他（流動負債)」、「その他（固定負債）」に属する負債で、その金額が負債純資産合計

の100分の5を越えるものについては、当該負債の科目を明記して表示します。

負　債　の　部
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様式第十九号（第四条、第十条、第十九条の四関係）に準拠

自　　令和 7年01月01日
至　　令和 7年12月31日

(商号又は名称）鈴木工務店
Ⅰ 完成工事高 160,000 (1) 千円

※ 兼業事業売上高 20,000 (2) 180,000 A （1）＋（2）

Ⅱ 完成工事原価 115,000 (3) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)
材料費 40,000 Ⅰ
労務費 23,000 Ⅱ
　（うち労務外注費         3，000） 該当ない場合は0を記入
外注費 44,000 Ⅲ
経費 8,000 Ⅳ

※ 兼業事業売上原価 13,000 (4) 128,000 B（3）＋（4）(注）参照
※ 売上総利益（売上総損失）

完成工事総利益（完成工事総損失） 45,000 (5) 52,000 C(A-B)（5）＋（6）
※兼業事業総利益（兼業事業総損失） 7,000 (6)

Ⅲ 販売費及び一般管理費
　 従業員給料手当 14,300 (7) 事務職従業員の給料・手当・賞与等

退職金 1,500 (8) 退職共済掛金を含む
法定福利費 2,800 (9)
福利厚生費 2,000 (10)
維持修繕費 1,000 (11)
事務用品費 500 (12)
通信交通費 800 (13)
動力用水光熱費 1,200 (14)
広告宣伝費 (15)

＊ 貸倒損失 300 (16) 営業債権の貸倒損失
交際費 1,200 (17)
寄付金 100 (18)
地代家賃 (19)
減価償却費 6,200 (20)
租税公課 1,800 (21)
保険料 800 (22)
雑費 1,000 (23) 35,500 D（7）＋…＋（23）
　　　営業利益（営業損失） 16,500 E(C-D)

Ⅳ 営業外収益
受取利息及び配当金 2,500 (24)
その他 200 (25) 2,700 F（24）＋（25）

Ⅴ 営業外費用
支払利息 3,200 (26) 手形売却損は含めない

＊ 貸倒損失 2,400 (27) 営業債権以外のの貸倒損失
　その他（手形売却損・割引料を含める） 600 (28) 6,200 G（26）＋（27）＋（28）
　　事業主利益（事業主損失） (29) 13,000 H(E＋F－G)

貸借対照表のⅥと一致
注 工事進行基準による完成工事高

（注） 個人についても兼業事業売上原価がある場合は、「兼業事業売上原価報告書」
【138頁参照】 を作成してください。

損　益　計　算　書
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24 5 24
1 0 0

27

27 23

27 24
27 31 27 32 26

26
*1
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21 27 32 26

27 23

19 1

*1 26 20

21
25 18

*1 26 21

27 34
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